
- 1 - 

 

令和２年度 第４回 行政改革推進委員会 会議録 

 

開 催 日 時 
令和２年１０月１９日（月曜日） 

開会・午後４時００分 閉会・午後４時４０分 

開 催 場 所 上湧別コミュニティセンター １階大会議室 

出 席 委 員 等 
北村会長、髙桑職務代理者、菊地・小林・高橋・野田・森・宮

澤委員 

欠 席 委 員 等 松浦委員 

職 員 
 企画財政課：佐藤課長、因財政担当課長、斉藤主幹、島田主任 

 総務課：石塚課長 

議 題 

 

１．開会 

２．会議成立確認 

３．会長あいさつ 

４．議 題 

（１）第３回 行政改革推進委員会会議録の確認について 

（２）令和２年度 行政評価・外部評価報告書の確認について 

５．行政評価・外部評価報告書提出 

６．その他 

（１）公共施設再配置実行計画（第１期）に係る進捗状況につ

いて 

７．閉会 

 

会 議 の 公 開 公開 

傍 聴 人 の 数 ０名 

提 出 資 料 

（１）令和２年度 第３回 行政改革推進委員会 会議録 

（２）令和２年度 湧別町行政評価外部評価報告書（案） 

（３）湧別町公共施設再配置実行計画に係る進捗状況表 
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１．開  会 

  佐藤課長が開会を宣言。 

 

２．会議成立確認 

佐藤課長から、開催にあたって会議成立の確認が行われ、委員８名の出席に

より会議が成立していることを報告。 

 

３．会長あいさつ 

 北村会長）過去３回の会議の中で、行政評価を終わらせていただき、皆様の

協力にお礼申し上げます。本日は報告書の確認を行いながら、ご意見を伺

いたいと考えておりますので、忌憚のない意見をいただけますようお願い

いたします。 

 

４．議  題 

（１）第３回 行政改革推進委員会会議録の確認について 

  会議録の記載内容について、質疑等なく全員が了解した。 

 

（２）令和２年度 行政評価・外部評価報告書の確認について 

  外部評価報告書（案）について、斉藤主幹から説明し、外部評価抽出事業

の９事業について、評価の再確認を行った。 

  ⇒ 報告書の内容について、修正等なく全員が了承した。 

 

 ※北村会長から、次第順の変更について提案し、全員の承諾を受ける。 

  ⇒ 「５．行政評価・外部評価報告書提出」と「６．その他」の次第順を

入れ替え。 

 

６．その他 

（１）公共施設再配置実行計画（第１期）に係る進捗状況について 

  資料に基づき、因財政担当課長より説明。 

 【意見及び質問】 

⇒ 意見なし 

 

５．行政評価・外部評価報告書提出 

佐藤課長の進行の下、北村会長と高桑職務代理者から石田町長へ外部評価報

告書を提出する。 

※委員全員起立し、北村会長が報告書を朗読。石田町長へ報告書を手交する。 

  ※全員席へ戻った後、石田町長より挨拶。 
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石田町長）報告書については、委員会で慎重審議をいただいた内容であること

から、その内容については、今後の町政等においてしっかりと反映させたい。

これまで開催いただいた４回の委員会における協議の内容については、会議

録等で確認をさせていただいているところですが、本町に限らず、全国で少

子高齢化進み行政運営が難しい状況になっていくと考えられることから、今

後の行政運営において、行政改革は避けて通れないことですので、ご意見い

ただいた内容を踏まえながら進めて行かなければならないと思っています。

本日の報告書の提出を以って、５年間の委員の任期が終わるということであ

りますが、これまでの長きに亘るご尽力に対しまして、心から敬意と感謝を

申し上げお礼に代えさせていただきたいと思います。 

 

北村会長）町長、副町長がみえておりますので、皆様からお伝えしたいことが

あればお受けしたいと思います。 

 

石田町長）行政改革については、我々行政が行わなければならないことですが、

行政の立場の者にとっては気が付かない部分、委員として外からの視点で行

政の効率化を含めて確認していただいた結果が報告書に記載されている内

容だと受け止めています。委員として、会議の場では全ての思いを表すこと

は難しく、言い尽くせない部分もあったかと思いますが、委員という立場を

離れても、行政に対してのご助言をいただければ大変ありがたいと思ってい

ます。 

 

北村会長）委員の皆様からはよろしいでしょうか。それでは、意見がないとい

うことですので、佐藤課長から会議の閉会をお願いします。 

 

７．閉会 

佐藤課長）本日で今年度の行政改革推進委員会については、終了させていただ

きたいと思いますが、委員の任期につきましては、令和３年３月３１日まで

となっておりますので、皆様方から協議の必要がある事項または、町から協

議をお願いする事項がありましたら、ご案内をすることもあるかと思います

ので、よろしくお願いいたします。 


